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仰質問の件について次のとおり回答いたします。

く質問事項 1〉 市民アンケ
ー トの回答が二書択―であつた理由はなぜか。

【回客】

今回の市民アンケートは、市民会館の 「存統」、「解体」について市民の意向を

把援するために実施したものですが、「改ほ」は 「存統する」の範時に入るもの

であり、二者択一としたものです。

なお、平成 15年 に実施した市民意識調査 「ふれあいアンケ
ート」での選択肢

Fま「現状のまま、存続させる」「大規模な改修をして、活用を図るJ「解体するJ

の3つ でしたが、このアンケートの実施方法については、【アンケ
ー トに疑間『建

築の評価を隠し、保存選択肢を2つ に分け、いかにも解体意見が多数のように扱

つている』】という指摘も受けており、このことも考慮したところです。

1`意 見交換会で出された意見が反映されていない。

今まで収集した意見及び意見交換会で出された意見をまとめて、[存統につい

ての主な意見]、瞬 体についての主な意則 として掲載したところです。意見変換

会で出された様々な意見等を全て反映することについては、アンケ
ー トの対象者

数や紙面の都合上、制約があることを仰理解ください。

なお、アンケート依額文には、1その田として、今までの存続問題に「Sする資料

について、①市役所のホームページで闘埼できること②市役所担当課、各地区市

民センター、各絡合支所に置いてあること③担当課に電話をすれば郵送すること

④不明な点や質問ほ担当課で対応していること等をお知らせしています。

2_「 雑持管理費」の配載はあつたが 「解体費用」については何の記載もない。

ホールを持つ 「都城市民会館」「市総合文化ホール」|ウエルネス交流プラザJ
の3つ の文化施設について 「開館年月日J「各席数J「維持管理費」「収入額」等、

実際の数値を掲栽しています。
これに対して 「解体費用」は、方針が決定してから発生する経費であり、また、
「解体費用J約 2億 2,700万円 (見積金額)の うちの約 1億 3,700万円に相当す

るアスペスト除去費用|よ1存続」する場合でも必要となる経費です。したがつて

建物解体に要する費用としては約 9,000万円が見込まれるところですが、これを
'維持管理費」と比較して判断の対象とすべきではないと考えたところです。
3Ⅲ 解体後の跡地利用に触れていない。

今まで収集した意見や意見交換会での解体後の跡地利用は、「公園J「中央公民

館J「総合施設 (図書類、福41Lセンター、中央公民館)J「総合体育館」「屋内プー

ル)「駐車場」「芝生広場」等、様々な意見がありましたが、今回の市民アンケー

トは、市民会館の 「存続」、「解体Jに ついて市民の意向を把握するために実施し

たものであり、仮定としての解体後の跡地利用についてほ触れておりません。
4、 意見交換会の総播前に内害が作られていたものと推測される内暮である。
15地 区での意見交換会 (最終 :姫城地区 12月 4日 )に は、「アンケー トの内

容をどうするか」を常に念頭に置きながら臨んでおり、意見交換会終了後、すぐ
にアンケート内容について協議し、内容を決定したものです。



劉
5 ア ンケー ト結果を都城市民の 「民意」 とするには無理があるのではな

いか。

アンケー トの実施は、「市民会館に対す る市の基本的な方針Jを 明磁に示
した

うえで、中立的な立場で内容を検討 協ヽ議 して決定しています。ア
ンケー トとし

て通常必要 とされ る調査数 (本市の場合 4,000人 )で 実施 し、453%と
い う高い

回収率でしたので、その結果は重 く受け止めています。

(質問事項  2)と 奨学会等の建築専 F弓家団体等か らの 「存続要望書」に対 してど

う答えるか

【回客】

日本建築学会九州支部をは じめとす る
一連の保存要望書は真摯 に受け止めて

お り、都城市民会館の建築的価値は認識するものですが、市民会館の役割、市民

の意向及び市の財政状況を考慮すると、解体の選択はやむを得ないものです。

く質問事項  3)都 城市民会畳の再生案や再生果の公募|ま検討されるのか

【回害】

解作する方針であり、再生案の公募は検討 してお りません。

く賞間事項  4)部 残市民会館に関する今後のスケジユールはどうなっているか

【回善】

本年 3月 市議会に、平成 19年 度当初予算 として 「市民会館の解体設計委託料J

を、また、「都城市民会館条例を廃止す る条例」の議案を上種 します。

なお、平成 19年 度中に補正予算措置を して、アスペス ト除去 と建物解体を一

体 とした解体工事 を実施する方針です。
1.存 続に向けて民間等への元却 委 践などの検討があるのか

市民会館の跡地は有力な公共用地であるため、建物を売却 ・委議す ると、借地

権等の問題が発生 tン、今後の トラブルの原因ともな りかねません。また、市民会

館の延べ面積約 4,182ポ 中、 7割 以上に当たる 3,128意 (その内ホータレ部分の

563近 ほ剥き出 し、残 りのホール、会議室、廊下及び事務室部分の 2,665ポ は封
じ込め処理及び囲い込み処理)に アスベ ス トが使用 されている現状では、市の責

任 として、民間等へ売却 ・会議することはできません。

御不明な点がごさいましたら、生活文化課 (電話  23-7180)へ お問い合

わせ ください。


